
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  平成２８年５月２４日(火) 

本会議終了後 

場 所  第１委員会室                

～審査内容～ 

１ 議案第５４号 平成２８年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会

計補正予算（第１回）について（公営） 

 

２ 承認第２号 山陽小野田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正

する条例の一部改正に関する専決処分について（総務） 

 

３ 承認第３号 山陽小野田市税条例等の一部改正に関する専決処分につい

て（税務） 

 

４ 承認第４号 山陽小野田市都市計画税条例の一部改正に関する専決処分

について（税務） 

 



歳入額 千円

歳出額 千円

差引額 千円

歳入額 千円

歳出額（前年度繰上充用金を除く。） 千円

差引額　① 千円

３．１.２号交付金猶予分（見込額）
千円

平成２７年度交付金猶予分交付額　　ア 千円

千円

４．リース料（見込額）
千円

平成２７年度返済額　イ 千円

千円

５．累積赤字額
千円

千円

千円

６．３つの債務解消額（上記３．４．５より）
千円

千円

千円

７．施設改善基金
千円

平成２７年度積立額 千円

千円

平成２７年度取崩額 千円

・当該年度増減額 千円

千円

８．財政調整基金

千円

平成２７年度積立額 千円

利息積立額 千円

平成２７年度取崩額 千円

・当該年度増減額 千円

千円平成２７年度末残額 115,959

平成２８年５月２３日　　　公営競技事務所作成

23

0

利息積立額【財政対応分0円含む。】 108

75,000

▲ 74,892

平成２７年度末残額 455,954

平成２６年度末（５月末）残額 115,936

0

23

0

平成２７年度３つの債務解消額（ア＋イ＋ウ） 11,538

平成２７年度末３つの債務残額 1,978,335

平成２６年度末（５月末）残額【財政対応分含む。】 530,846

平成２６年度末３つの債務総額 1,989,873

76,713

平成２７年度末残額見込額 767,133

平成２７年度解消額（上記　①）　ウ ▲ 195,175

平成２７年度末累積赤字残額 932,202

（繰上充用額）

平成２６年度末累積赤字額 737,027

平成２６年度末猶予残額 409,000

130,000

平成２７年度末残額見込額 279,000

平成２６年度末残額 843,846

▲ 195,175

平成２７年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計決算見込　その１

１．平成２７年度　歳入･歳出決算

6,929,164

7,861,366

▲ 932,202

（繰上充用額　　９億３，５００万円）

２．平成２７年度単年度収支

6,929,164

7,124,339



売上３％減

平成２７年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計収支見込 2016/5/23 作成

2016/5/23 印刷

●開催に係る収支
【単位　千円】

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

①

入場料収入 2,790 Ｈ２５年度から特別入場料のみ

場外事務協力費 264,628

その他収入 44,629 事故金、雑入、貸付収入

② 義務的経費 義務的経費の合計：4,699,497

　払戻金 4,564,241

　交付金 135,256

公営競技納付金 0 ※枠取分

③ 開催経費 開催経費の合計：1,704,879

　賞典費 547,850

　事務協力費 484,777

　返還金 23,743

　その他開催経費 598,510

50,000

④ その他支出

⑤ 包括的民間委託料 449,656 ※開催収支による委託料分（＝走路改修分を除いた額）

⑥ 合　　　　　　計 6,854,033 6,854,033

●開催以外に係る収支
項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑦ 基金繰入

財調基金繰入金 0

施改基金繰入金 75,000

財政調整基金利子 23

施設改善基金利子 108

（収益保証） 50,000

⑧ 特例交付金支払 130,000 ※特例交付金平準化（Ｈ２９年度まで）

地域公益事業 8,073

リース料 76,713

包括的民間委託料（走路改修分） 75,000

財政調整基金積立金 23

施設改善基金積立金 108

前年度繰上充用金 737,027

固有経費 30,388

⑨ 合　　　　　　計 125,131 1,057,333

小型会計歳入歳出合計 6,929,164 7,861,366

206,713

単年度収支額（赤字解消額） ▲ 195,175

11,538

財政調整基金（積立額－取崩） 23

施設改善基金（積立額－取崩） ▲ 74,892

▲ 63,330基金の取崩を除いた債務解消額

（Ｂ）　歳入　－　歳出 ▲ 932,202

合　計　（Ａ）＋（Ｂ） ▲ 932,202

債務解消額（特例交付金・リース料の計）

３つの債務解消額

（Ａ）　歳入　－　歳出 0

本場開催発売金
（返還金１億含む）

6,541,987

うち１.２号交付金の合計：102,665

その他開催経費





２８．５．２４ 税務課 

 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例 
専決処分の概要 

 

１ 専決処分日 平成２８年４月１日 

 

２ 専決処分する理由 

  地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が平成

２８年３月３１日に公布され、一部の規定を除き同年４月１日から施行され

るため、同法に準じ、同日付で所要の改正を行う。 

 

３ 専決処分する内容 

 (1) 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例 

ア 第１条関係 

(ｱ) 第１８条の２第１項 

改正行政不服審査法が平成２８年４月１日に施行され、不服申立て

の手続が審査請求に一元化されたことによる所要の改正。 

 

(ｲ) 第５６条及び第５９条 

（独）労働安全衛生総合研究所と（独）労働者健康福祉機構の統合

により、（独）労働者健康安全機構が設立されたことを受けて、同機構

の固定資産が固定資産税の非課税の範囲に含まれたことによる所要

の改正。 

 

(ｳ) 附則第１０条の３ 

固定資産税負担軽減措置の一つである、熱損失防止改修工事が行わ

れた住宅に対する固定資産税の減額措置について、その要件である対

象改修工事の費用の見直し（当該改修工事の費用に充てるために国又

は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合には、当該改修工事

に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額とした。）が行

われたことによる所要の改正。 



２８．５．２４ 税務課 

 

イ 第２条関係 

   ・平成２７年改正附則第５条 

    市たばこ税に関する経過措置に係る引用条項の整理 

 

(2) 山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

ア 第２条第２項 

景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物のうち世界遺産一覧

表に記載された一定の固定資産等の課税標準の特例措置の新設等、法律

改正による項ズレに伴う所要の改正。 

 

イ 附則第４項から第９項 

法律改正による項ズレに伴う所要の改正。 

 

ウ 附則第１３項 

農地中間管理機構が平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日ま

での間に農地中間管理権を取得し、その存続期間が１０年以上である一

定の農地について、都市計画税の課税標準を３年度間（その存続期間が

１５年以上である一定の農地にあっては５年度間）はその価格の２分の

１とする措置を講じたこと等による所要の改正。 


